
事業管理シート（任務目的）

No. 22 担当課

1.任務目的

２.任務概要

３.任務目的を構成する事業

取組内容・結果等（Ｄ）

・年間を通じて、新規・更新の受付業務を実施。調査員派遣や主治医意見書の作成依頼をおこない認定審査会に必要となる情報を収集。また、調査員のレベル向上と平準化を目的とし
た研修を実施。
・住宅改修（介護・予防）に対し１１３件、１０，１９７千円の給付をおこなった。
・介護保険料滞納者に対し、1,051,997円（16件）の差押を実施。
・給付費通知の発送、ケアプラン点検等、介護給付適正化事業を実施。

課題・問題点等（Ｃ）

・介護保険料の滞納者管理について、債権管理システムを導入していく必要がある。
・今後、増加が見込まれる介護認定者の申請、更新等に対応するため、調査員の確保が重要となる。
・介護給付適正化事業としてケアプラン点検を強化していく必要がある。

今後の方向性（Ａ）

介護認定及び介護保険料の賦課徴収について、介護保険法に基づき適正に処理する。
平成30年度は対面式によるケアプラン点検を３件実施する。
債権管理システムの導入。

事業名(中分類) 介護保険の運営
予算事業番号
(予算事業名)

介護特会
1.2.1.601002（賦課徴収費）
1.3.1.601003（介護認定審査会費）
2.1.1.602001（居宅介護サービス費）
2.1.2.602002（地域密着型介護サービス費）
2.1.3.602003（施設介護サービス費）
2.2.1.602004（.介護予防サービス費）
2.2.2.602005（地域密着型介護予防サービス費）
2.3.1.602006（審査支払費）
2.4.1.602007（高額介護サービス等費）
2.5.1.602008（高額医療合算介護サービス費）
2.5.2.602009（高額医療合算介護予防サービス費）
2.6.1.602010（特定入所者介護サービス等費）

事業(中分類)概要

被保険者の管理
介護保険料の賦課徴収
介護認定事務
保険給付費等の執行管理

【平成30年度実施分】

任務を構成する事業評価 長寿介護課

任務目的

任務の総括

介護保険法に定められた事務であり、保険者として継続して実施する。
介護保険法に基づく計画を策定し、介護保険事業運営に係る円滑な保険給付に努める。
介護保険の運営に必要な資格管理や保険料の徴収を行う。
介護が必要となる人に対し、個々の状態に応じたサービスを提供するために必要な事務や実績に応じた保険給付を行う。

介護保険制度の推進

介護保険法に基づき、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付業務を適正に行う。

任務概要

今後の方向性（Ａ）

介護保険法及び第７期介護保険事業計画に基づき、適正に業務を遂行する。
介護保険特別会計の適正な運用管理に務める。
第８期計画策定に向けて、アンケート調査等を実施する。

課題・問題点等（Ｃ）

第７期介護保険事業計画の３カ年の進捗管理や評価を実施していくとともに、第８期の計画準備とりかかる必要がある。

3.1.6.103040(介護保険推進費）
介護特会
1.4.1.601004（趣旨普及費）

介護保険制度に係る事業の管理
予算事業番号
(予算事業名)

事業(中分類)概要

介護保険等事業計画の進捗管理
介護保険特別会計の管理

取組内容・結果等（Ｄ）

・介護保険事業計画等推進委員会を２回実施し、第７期介護保険事業計画の進捗状況を報告した。
・国、県からの各種交付金の申請及び実績を報告した。
・介護保険特別会計において、補正等をおこない適正な運用管理に努めた。
・平成30年度から新たに機能強化交付金制度が導入され、８月から12月にかけて申請に必要となる書類を作成した。

事業名(中分類)
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